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(54)【発明の名称】 超音波プローブ及び超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  管腔内に挿入して超音波診断を行うための、
簡易な構成を有する超音波プローブ及び超音波診断装置
を提供する。
【解決手段】  位置が固定される固定支持部３０の一端
に固定シースが固定され、固定支持部３０の他端に、軸
方向に伸縮する伸縮シース３２が固定されたプローブシ
ース２０の内部に、超音波振動子１６が設けられたプロ
ーブ軸１８が収納されている。スライド可能な基体２４
には、プローブ軸１８の基端部が接続されるとともに、
プローブシース２０の基端部が固定される。プローブシ
ース２０内に音響媒体２２が充填されており、媒体調整
手段３４によってプローブシースの内部に音響媒体量２
２を供給する。供給された音響媒体２２の量は、媒体検
出部３６で検出され、これによって画像形成部４４で振
動子位置が算出される。この振動子位置と超音波振動子
１６から出力される受信信号とから超音波画像が形成さ
れる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  管腔内に挿入して対象部位に対して超音
波を送受波する超音波振動子が設けられ、軸状形状を有
するプローブ軸と、
前記プローブ軸の基端部が接続され、前記プローブ軸の
軸方向にスライド可能な基体と、
前記プローブ軸に対して同軸外側に設けられ、その基端
部が前記基体に固定され、内部に音響媒体が充填されて
いるプローブシースと、
前記プローブシースの内部の音響媒体の量を調整可能な
媒体調整手段と、
を含み、
前記プローブシースは、
前記対象部位に対し、その位置が固定支持される固定支
持部と、
前記固定支持部の一端にその基端が固定された固定シー
スと、
前記固定支持部の他端と前記基体との間に設けられ、そ
の軸方向に伸縮可能な伸縮シースと、
を有することを特徴とする超音波プローブ。
【請求項２】  請求項１記載の超音波プローブにおい
て、
前記伸縮シースは、前記媒体調整手段が前記プローブシ
ース内の前記音響媒体の量を調整することによって伸長
又は収縮することを特徴とする超音波プローブ。
【請求項３】  請求項１記載の超音波プローブにおい
て、
前記媒体調整手段は、前記伸縮シースが伸長又は収縮す
ることによる前記プローブシース内の体積変化に応じ
て、音響媒体の量を調整することを特徴とする超音波プ
ローブ。
【請求項４】  超音波プローブと、装置本体を含む超音
波診断装置において、
前記超音波プローブは、
管腔内に挿入して対象部位に対して超音波を送受波する
超音波振動子が設けられ、軸状形状を有するプローブ軸
と、
前記プローブ軸の基端部が接続され、前記プローブ軸の
軸方向にスライド可能な基体と、
前記プローブ軸に対して同軸外側に設けられ、その基端
部が前記基体に固定され、内部に音響媒体が充填されて
いるプローブシースと、
前記プローブシースの内部の音響媒体の量を調整可能な
媒体調整手段と、
を含み、
前記プローブシースは、
前記対象部位に対し、その位置が固定される固定支持部
と、
前記固定支持部の一端にその基端が固定された固定シー
スと、
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前記固定支持部の他端と前記基体との間に設けられ、そ
の軸方向に伸縮可能な伸縮シースと、
を有し、
前記装置本体は、
前記対象部位から受波された超音波に基づいて、前記対
象部位における超音波画像を形成する画像形成部を含む
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】  請求項４記載の超音波診断装置におい
て、
前記超音波プローブは、前記媒体調整手段によって調整
された音響媒体の量を検出する媒体量検出部を含み、
前記画像形成部は、前記検出された音響媒体量から前記
超音波振動子の軸方向における振動子位置を算出し、前
記算出された振動子位置に基づいて前記超音波画像を形
成することを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波プローブ及
び超音波診断装置に関し、特に管腔の長手方向に沿っ
て、管腔周囲の超音波画像を形成するための超音波プロ
ーブ及び超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術及びその課題】血管等の管腔内に挿入して
その周囲組織超音波診断を行うにあたって、軸状の細径
超音波プローブが利用される。この超音波プローブは、
管腔内に挿入して用いられる診断器具であり、管腔内か
ら超音波を送波し、超音波画像の形成に利用される超音
波エコーを受波する。図８は、従来における超音波プロ
ーブの構造図であり、図８を参照しながら、その使用方
法について説明する。
【０００３】図８に示される超音波プローブ２００は、
管腔内に挿入して３次元超音波画像を形成するための超
音波プローブである。この超音波プローブ２００は、超
音波を送受波する超音波振動子２０２が先端部に設けら
れたプローブ軸２０６が、シース２０８内に挿入された
構成を有しており、また、プローブ軸２０６の基端部
が、シース２０８の基端部側から外部に引き出されて、
モータが内蔵された回転駆動部２１０に接続された構成
を有している。なお、シース２０８の内部には、音響媒
体２１４が充填されており、シース２０８の基端部に
は、その音響媒体２１４が外部に流出するのを防止する
シール機構２１２が設けられている。
【０００４】この超音波プローブ２００を用いて実際に
超音波診断を行う場合には、回転駆動部２１０によって
プローブ軸２０６を回転させながら、前記回転駆動部２
１０を図中矢印Ａの方向に引き抜き動作、すなわちプル
バックさせる。これにより、超音波振動子２０２が超音
波を送受波しながら回転し、軸方向にスライドする。こ
れによって、３次元超音波画像領域が形成され、その３
次元領域における超音波画像を形成することができる。
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【０００５】ここで、プローブ軸２０６は回転しながら
スライドするので、シース２０８の基端部をシーリング
することが極めて困難であり、したがってシール機構２
１２が複雑になる。
【０００６】本発明は、上記課題に鑑みなされたもので
あり、その目的は、管腔の長手方向に沿って超音波診断
を行うための、簡易な構成を有する超音波プローブ及び
超音波診断装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記課題を達成するため
に、本発明は、管腔内に挿入して対象部位に対して超音
波を送受波する超音波振動子が設けられ、軸状形状を有
するプローブ軸と、前記プローブ軸の基端部が接続さ
れ、前記プローブ軸の軸方向にスライド可能な基体と、
前記プローブ軸に対して同軸外側に設けられ、その基端
部が前記基体に固定され、内部に音響媒体が充填されて
いるプローブシースと、前記プローブシースの内部の音
響媒体の量を調整可能な媒体調整手段と、を含み、前記
プローブシースは、前記対象部位に対し、その位置が固
定支持される固定支持部と、前記固定支持部の一端にそ
の基端が固定された固定シースと、前記固定支持部の他
端と前記基体との間に設けられ、その軸方向に伸縮可能
な伸縮シースと、を有することを特徴とする。
【０００８】本発明では、管腔内に挿入して対象部位に
対して超音波を送受波する超音波振動子が設けられてい
るプローブ軸は、プローブシースの内部に収納されてい
る。このプローブシースは、その先端側から固定シー
ス、固定支持部、伸縮シースの順で接続された構成にな
っており、その内部には音響媒体が充填されている。こ
こで、超音波振動子は固定シースの内部に位置されてお
り、診断する際には、この固定シースを管腔内に挿入し
て用いる。プローブ軸の基端部と、プローブシースの基
端部は基体に固定されている。これにより、プローブシ
ースの内部に充填されている音響媒体は、外部に漏れ出
すことはない。また、媒体調整手段は、プローブシース
内の音響媒体の量を調整することが可能である。
【０００９】本発明の好適な態様では、前記伸縮シース
は、前記媒体調整手段が前記プローブシース内の前記音
響媒体の量を調整することによって伸長又は収縮するこ
とを特徴とする。
【００１０】ここで、基体は、プローブ軸の軸方向にス
ライドすることが可能であり、また固定支持部が対象部
位に対して固定支持されている。したがって、例えば、
媒体調整手段がプローブシース内に音響媒体を供給する
と、伸縮シースが伸長し、これに伴って基体がプローブ
軸の軸方向にスライドすることができる。プローブ軸は
基体に固定されているので、基体のスライド運動に伴っ
て、プローブ軸がスライドする。このとき、固定シース
は、固定支持されている固定支持部よりも先端側に位置
するので、管腔内における位置は変化しない。その結
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果、超音波振動子は固定シース、すなわち対象部位に対
してスライドし、対象部位を管腔の長手方向に沿って超
音波診断を行うことができる。また、例えば、媒体調整
手段がプローブシース内の音響媒体を吸引すれば、伸縮
シースが収縮し、これに伴って基体がプローブ軸の軸方
向にスライドする。プローブ軸は基体に固定されている
ので、基体のスライド運動に伴って、プローブ軸がスラ
イドする。このとき、固定シースは、固定支持されてい
る固定支持部よりも先端側に位置するので、管腔内にお
ける位置は変化しない。その結果、超音波振動子は固定
シース、すなわち対象部位に対してスライドし、対象部
位を管腔の長手方向に沿って超音波診断を行うことがで
きる。
【００１１】また、本発明の好適な態様では、前記媒体
調整手段は、前記伸縮シースが伸長又は収縮することに
よる前記プローブシース内の体積変化に応じて、音響媒
体の量を調整することを特徴とする。
【００１２】例えば、基体自体がスライドする場合に
は、固定支持部を基準として伸縮シースが伸長又は収縮
し、このとき生じるプローブシース内の体積変化は、媒
体調整手段により音響媒体の量で調整される。したがっ
て、超音波振動子は固定シース、すなわち対象部位に対
してスライドし、対象部位を管腔の長手方向に沿って超
音波診断することができる。
【００１３】上記課題を達成するために、更に、本発明
は、超音波プローブと、装置本体とからなる超音波診断
装置において、前記超音波プローブは、管腔内に挿入し
て対象部位に対して超音波を送受波する超音波振動子が
設けられ、軸状形状を有するプローブ軸と、前記プロー
ブ軸の基端部が接続され、前記プローブ軸の軸方向にス
ライド可能な基体と、前記プローブ軸に対して同軸外側
に設けられ、その基端部が前記基体に固定され、内部に
音響媒体が充填されているプローブシースと、前記プロ
ーブシースの内部の音響媒体の量を調整可能な媒体調整
手段と、を含み、前記プローブシースは、前記対象部位
に対し、その位置が固定される固定支持部と、前記固定
支持部の一端にその基端が固定された固定シースと、前
記固定支持部の他端と前記基体との間に設けられ、その
軸方向に伸縮可能な伸縮シースと、を有し、前記装置本
体は、前記対象部位から受波された超音波に基づいて、
前記対象部位における超音波画像を形成する画像形成部
を含むことを特徴とする。
【００１４】ここで、プローブ軸がスライドされること
によって、超音波振動子が対象部位に対してスライドす
る。このときに超音波振動子が受波した超音波に基づい
て超音波画像が形成される。ここで、超音波画像を形成
する際、受波した超音波における位置情報が必要とな
る。例えば、基体、プローブ軸又は伸縮シースのスライ
ド量を検出し、それによって超音波振動子の位置情報を
算出してもよい。
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【００１５】本発明の好適な態様では、前記超音波プロ
ーブは、前記媒体調整手段によって調整された音響媒体
の量を検出する媒体量検出部を含み、前記画像形成部
は、前記検出された音響媒体量から前記超音波振動子の
軸方向における振動子位置を算出し、前記算出された振
動子位置に基づいて前記超音波画像を形成することを特
徴とする。この態様では、超音波振動子の位置情報は、
媒体調整手段において調整された音響媒体の量から算出
される。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態
（以下、実施形態という）について、図面を参照しなが
ら説明する。
【００１７】図１は、本発明に係る超音波診断装置の概
略的な全体構成を示すブロック図である。この超音波診
断装置は、例えば血管等の管腔の長手方向に沿って、３
次元超音波画像を形成する装置である。超音波診断装置
は、大別して、超音波プローブ１２と、装置本体１４と
から構成される。
【００１８】先ず、超音波プローブ１２から説明する。
超音波プローブ１２は、管腔の長手方向に沿って超音波
を送波して超音波エコーを受波する装置である。超音波
プローブ１２は、主として、超音波を送受波する超音波
振動子１６が設けられたプローブ軸１８と、そのプロー
ブ軸１８を内部に収納するプローブシース２０と、プロ
ーブ軸１８の基端部が接続されるとともにプローブシー
ス２０の基端部が固定された基体２４と、プローブシー
ス２０の内部への音響媒体２２の供給量を調整する媒体
調整手段３４と、音響媒体２２の量を検出する媒体量検
出部３６とを含む構成を有している。なお、プローブシ
ース２０の内部には音響媒体２２が充填されている。
【００１９】プローブ軸１８の先端部には超音波振動子
１６が設けられている。ここで、超音波振動子１６は、
後述する装置本体１４に設けられた送受信部４０から出
力される送信信号を受けて超音波を送波し、超音波ビー
ムを形成する。また、超音波エコーを受波し、その受信
信号を送受信部４０に出力する。
【００２０】基体２４は、プローブ軸１８をその軸方向
に回転させる機能を有している。これにより、プローブ
軸１８の先端部に設けられた超音波振動子１６が回転す
る。その結果、超音波ビームがラジアル走査される。ま
た、基体２４は、その軸方向にスライドすることができ
る。
【００２１】プローブシース２０は、管腔内に挿入され
る固定シース２８と、固定シース２８の位置を支持固定
する支持固定部３０と、軸方向に伸縮可能な伸縮シース
３２とから構成されている。この伸縮シース３２は、媒
体調整手段３４からプローブシース２０内に音響媒体２
２が加圧供給されることによって軸方向に伸長する。こ
こで、プローブシース２０は、支持固定部３０によって
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支持固定されている。したがって、固定シース２８の位
置が固定された状態のまま、基体２４が図中矢印Ａの方
向すなわち後退方向にプルバックする。これにより、超
音波振動子１６もまたプルバックする。その結果、超音
波ビームは、ラジアル走査されながら後退方向に移動さ
れる。これによって３次元領域が形成され、その３次元
領域における超音波エコーが超音波振動子１６に取り込
まれる。
【００２２】媒体調整手段３４は、媒体調整用ポンプや
調整用の音響媒体２２を貯留している媒体タンク等から
構成されており、プローブシース２０内の音響媒体２２
の量を調整する。また、媒体調整手段３４には、プルバ
ック制御部３８が内蔵されている。このプルバック制御
部３８は、装置本体１４の主制御部４２から出力された
制御信号を受けて、超音波振動子１６のプルバック速度
やプルバック量等を制御する。
【００２３】なお、媒体量検出部３６によって検出され
た媒体供給量のデータは、装置本体１４の画像形成部４
４に出力され、画像形成部４４において位置情報に変換
されて３次元超音波画像を形成する際に利用される。
【００２４】次に、装置本体１４について説明する。
【００２５】装置本体１４には、入力設定部４６が設け
られており、装置本体１４の動作や超音波プローブ１２
のプルバックに関する指示等をユーザーが主制御部４２
に対して入力設定することができる。ここで、主制御部
４２は、超音波診断装置全体を制御する。
【００２６】送受信部４０は、超音波プローブ１２の超
音波振動子１６に対して送信信号を送信する。これによ
り、上述したように超音波振動子１６は超音波を送波
し、超音波ビームを形成する。また、送受信部４０は、
超音波振動子１６が出力する受信信号を受信し、対数増
幅等の所望の信号処理を行う。
【００２７】画像形成部４４は、送受信部４０において
信号処理された受信信号に基づいて、超音波画像を形成
する。さらに詳述すれば、画像形成部４４は、超音波振
動子１６の回転運動とプルバックから形成される３次元
領域に関する３次元超音波画像を形成する。
【００２８】ここで、この画像形成部４４が３次元超音
波画像を形成する際には、送受信部４０から出力される
受信信号が、超音波振動子１６がいずれの位置における
ものであるか、その位置情報が必要である。画像形成部
４４では、媒体検出部３６から出力される媒体供給量の
データからこの位置情報すなわち振動子位置を算出す
る。画像形成部４４において形成された３次元超音波画
像は表示部４８に表示される。
【００２９】本実施形態における超音波診断装置は、プ
ローブシース２０内に音響媒体２２を供給することによ
って、図中矢印Ａ方向にプルバックさせ、３次元超音波
画像を形成する。しかし、これに限らず、プローブシー
ス２０内の音響媒体２２を吸引させることによって伸縮
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7
シース３２を収縮させ、超音波振動子１６を図中矢印Ｂ
方向、すなわち前進方向にスライド（プッシュフォワー
ド）させて３次元画像を形成する形態であってもよい。
この場合、媒体調整手段３４にプッシュフォワード制御
部を設ければよい。
【００３０】また、プルバック制御部とプッシュフォワ
ード制御部の両方の機能を有する制御部を用いて、超音
波振動子１６のプルバック及びプッシュフォワードの双
方を制御する構成であってもよい。
【００３１】次に、本発明に係る超音波プローブ１２に
ついて図２を参照しながら説明する。図２は、本発明に
係る超音波プローブ１２の構成を概略的に示した概略構
成図である。超音波プローブ１２は、上述したようにプ
ローブ軸１８、プローブシース２０、基体２４、媒体調
整手段３４及び図示されていない媒体量検出部とを含む
構成を有している。
【００３２】プローブシース２０を構成する固定シース
２８は、軸方向に沿って同一の径を有するカテーテル状
の部材であり、その先端は封止されている。固定シース
２８は、例えば長さが１．８ｍであり、またその径は
２．４ｍｍである。実際にこの超音波プローブ１２が使
用される際には、この固定シース２８が被検体の管腔内
に挿入される。固定支持部３０は、その一端が固定シー
ス２８の基端に固定されている。この固定支持部３０は
リング状の形状を有しており、その径は固定シース２８
の径よりも大きい。したがって、固定支持部３０は、固
定シース２８に対して円周方向に突出している。固定支
持部３０の他端には、伸縮シース３２の先端が固定され
ている。伸縮シース３２には、その軸方向に伸縮可能な
ジャバラ５２が設けられている。媒体調整手段３４から
プローブシース２０内に音響媒体２２が供給されると、
このジャバラ５２がその軸方向に沿って伸張する。その
結果、伸縮シース３２が伸長する。伸縮シース３２に
は、媒体調整手段３４の媒体チューブ５６と連結される
連結部５４が形成されている。媒体調整手段３４から吐
出される音響媒体２２は、この連結部５４を介してプロ
ーブシース２０内に供給される。伸縮シース３２は、例
えば長さが０．３ｍである。また、ジャバラ５２と連結
部５４が設けられている部分の伸縮シース３２における
径は例えば２．４ｍｍであり、その部分はカテーテル状
の形状を有している。また、ジャバラ５２は、音響媒体
２２の供給によって、例えば０．２ｍ伸長することがで
きる。
【００３３】なお、本実施形態では、伸縮シース３２が
伸縮するための構造として、ジャバラ５２を採用した
が、これに限らず、例えば、２重管を利用し、シリンジ
とピストンからなる構造等によって伸縮シース３２が伸
縮する構成としてもよい。また、エラスティックゴム等
の弾性材料を利用して軸方向に伸縮する構成としてもよ
い。
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【００３４】基体２４は、コネクタ部５８と回転駆動ユ
ニット６０とから構成されている。コネクタ部５８の一
端には、プローブ軸１８の基端部が接続されている。ま
たプローブシース２０の他端部、すなわち伸縮シース３
２の他端部が、このコネクタ部５８の一端に固定されて
いる。このコネクタ部５８は、２つの機能を有する。先
ず第１の機能として、コネクタ部５８は、後述する回転
駆動ユニット６０から出力される回転トルクをプローブ
軸１８に伝達する。また、第２の機能として、プローブ
シース２０の他端部を封止し、その内部に充填されてい
る音響媒体２２が外部に漏れ出すのを防止している。つ
まり、回転体であるプローブ軸１８との接続とは別個
に、コネクタ部５８が、プローブシース２０に固定する
ことができるので、図８に示される従来の超音波プロー
ブ２００のように、複雑な構成を有するシール機構２１
２を用いることなく、簡易な構造によってプローブシー
ス２０内の音響媒体２２が外部に漏れ出すことを防止す
ることができる。
【００３５】回転駆動ユニット６０には、モータ等の回
転駆動機が内蔵されており、プローブ軸１８を回転させ
る。回転駆動ユニット６０の底部には車輪６２が設けら
れている。この車輪６２によって、回転駆動ユニット６
０はプローブ軸１８の軸方向にスムーズにスライドする
ことができる。
【００３６】なお、本実施形態における超音波プローブ
１２を利用する際には、回転駆動ユニット６０が載る台
座としてのベース部を用いる。このベース部については
図３を参照しながら説明する。図３は、ベース部６４の
概略的な構成を説明する図である。ベース部６４は、例
えば装置本体に設けられており、超音波診断を行う際に
は、被験者に対してその位置が固定されていることが必
要であり、ベース部はその役目を担っている。
【００３７】ベース部６４は板状部材であり、その後方
部には、図中Ｃで示される方向に伸びるレール６６が設
けられている。このレール６６には、超音波プローブ１
２における回転駆動ユニット６０の車輪６２が載上され
る。これにより、回転駆動ユニット６０は、レール６６
上をスムーズにスライドすることができる。レール６６
の先端と後端には、それぞれストッパ６８が設けられて
いる。このストッパ６８は、レール６６上をスライドす
る回転駆動ユニット６０のスライド範囲を規制してい
る。
【００３８】ベース部６４の前方部には、超音波プロー
ブ１２における固定シース２８の位置を固定するシース
ホルダ７０が設けられている。このシースホルダ７０
は、ベース部６４に立設されている。シースホルダ７０
は、超音波プローブ１２の固定支持部３０に係合する係
合部７２と、ベース部６４に固定され、係合部７２を支
持する支柱７４から構成されている。この係合部７２に
ついては、図４を用いて説明する。
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【００３９】図４は、ベース部６４に設けられている係
合部７２の構成及び動作を説明する図である。係合部７
２は、支柱７４に固定された固定係合部７６に対して、
回動係合部８０が回動軸７８周りに回動可能に設けられ
た構成を有している。
【００４０】固定係合部７６は、図４（ａ）に示される
ように、その上面中央には、断面が半円形状の下方側溝
７６ａが形成されている。一方、回動係合部８０の下面
中央には、断面が半円形状の上方側溝８０ａが形成され
ている。
【００４１】図２に示される超音波プローブ１２を利用
する際には、図４（ａ）に示されるように、回動係合部
８０の下面を固定係合部７６の上面から離間させた状態
にし、図２の固定シース２８を下方側溝７６ａに嵌合さ
せる。その後、図４（ｂ）に示されるように、回動係合
部８０を回動させて、その下面と固定係合部８０の上面
とを対向配置させる。この状態では、上方側溝８０ａと
下方側溝７６ａとが正対し、挿通孔８２が形成される。
したがって、その挿通孔８２を固定シース２８が貫通し
た状態になる。ここで、この挿通孔８２の径は、固定プ
ローブ２８の径よりも若干大きく、且つ、固定支持部３
０の径よりも小さい。したがって、挿通孔８２に固定プ
ローブ２８が貫通している状態では、係合部７２の側面
に固定支持部３０の側面を当接させることによって、固
定プローブ２８の摺動運動を規制させることができる。
なお、この状態をホールド状態という。
【００４２】次に、本実施形態における超音波プローブ
１２を管腔内８４に挿入したときの動作について図５を
参照しながら説明する。以下、超音波振動子１６をプル
バックさせる場合を例にとって説明する。
【００４３】固定シース２８をシースホルダ７０の係合
部７２に嵌合させ、固定シース２８をホールド状態にす
る。これにより、超音波プローブ１２は、図５（ａ）に
示される診断準備状態となる。
【００４４】ここで、入力設定部４６から超音波診断を
開始する指示を入力する。これにより、超音波診断が開
始され、装置本体１４の主制御部４２から媒体調整手段
３４に制御信号が入力される。媒体調整手段３４は、こ
の制御信号に基づいて、プローブシース２０内に音響媒
体２２を供給する。これにより、ジャバラ５２がプロー
ブ軸１８の軸方向に伸張する。なお、この超音波診断の
間、プローブ軸１８は回転しつつ、超音波振動子１６は
超音波を送受波する。伸縮シース３２及び基体２４が、
図中矢印Ｂの方向にスライドする。基体２４に接続され
ているプローブ軸１８は、図５（ｂ）に示されるよう
に、基体２４が距離Ｌだけプルバックする。超音波振動
子１６は、回転とプルバックにより形成された３次元領
域からの超音波エコーを受波する。この超音波エコーに
基づく受信信号は、送信部４０を介して画像形成部４４
に出力される。
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【００４５】ここで、超音波振動子１６をプルバックさ
せるために媒体調整手段３４から音響媒体２２が供給さ
れている間、プローブシース２０内に供給された媒体供
給量に関するデータが、画像形成部４４に逐次入力され
る。画像形成部４４は、この媒体供給量のデータから超
音波振動子１６の振動子位置を算出する。この振動子位
置のデータと受信信号とから３次元超音波画像が形成さ
れる。
【００４６】次に、本発明に係る超音波プローブにおけ
る他の実施形態について図６及び図７を参照しながら説
明する。なお、図１及び図５に示した構成と同様の構成
には同一符号を付しその説明を省略する。
【００４７】図６は、他の実施形態における超音波診断
装置の概略的な全体構成を示すブロック図である。ここ
で、符号８８は本実施形態における超音波プローブを示
しており、また、符号９０は本実施形態における装置本
体を示している。
【００４８】先ず、超音波プローブ８８について説明す
る。基体９４には、スライド駆動機１００が設けられて
いる。スライド駆動機１００は、基体９４を図中矢印Ｃ
で示される後退方向や矢印Ｄに示される前進方向にスラ
イドさせる機能を有する。スライド駆動機１００は、後
述するスライド制御部９２による制御の下で駆動する。
【００４９】基体９４が上述のようにスライドすること
によって、プローブシース２０内の体積が変化する。媒
体調整手段９６は、このプローブシース２０内の体積変
化に応じてプローブシース２０内の音響媒体２２の量を
補給し、或いは余剰の音響媒体２２を回収する。
【００５０】次に、装置本体９０について説明する。
【００５１】スライド制御部９２は、超音波プローブ８
８のスライド駆動機１００を制御し、基体９４のスライ
ド運動を制御する。また、スライド制御部９２は、画像
形成部９８に対して、スライド駆動機１００の駆動によ
る基体９４のスライド量、すなわち超音波振動子１６の
スライド量に関するデータを出力する。なお、本実施形
態では、スライド制御部９２は、装置本体９０に内蔵さ
れた構成であるが、超音波プローブ８８に内蔵された構
成であってもよい。
【００５２】画像形成部４４は、超音波振動子１６から
出力される受信信号と、スライド制御部９２から出力さ
れる超音波振動子１６のスライド量に関するデータに基
づいて３次元超音波画像を形成する。
【００５３】次に、本実施形態における超音波プローブ
８８の構造及び動作について図７を用いて説明する。
【００５４】本実施形態における基体９４は、コネクタ
５８と駆動部１０２とから構成されている。この駆動部
１０２には、プローブ軸１８を回転させる回転駆動機と
ともにモータ等のスライド駆動機１００が内蔵されてい
る。スライド駆動機１００の出力は車輪６２に伝達され
る。なお、このスライド駆動機１００が回転駆動機を兼
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用する構成であってもよい。
【００５５】本実施形態における超音波プローブ８８の
動作について、超音波振動子１６を図中矢印Ｃ方向にプ
ルバックさせることで３次元超音波画像を形成する場合
を例にとって説明する。先ず、本実施形態における超音
波プローブ８８を図７（ａ）に示される診断準備状態に
する。ただし、本実施形態では、シースホルダ７０によ
って固定支持部３０との位置を固定する。
【００５６】ここで、入力設定部４６から超音波診断を
開始する指示を入力する。これにより、超音波診断が開
始され、スライド制御部９２は、図７におけるスライド
駆動機１００を制御して、図中矢印Ｃに示される後退方
向に基体９４をスライドさせる。
【００５７】ここで、シースホルダ７０が固定支持部３
０を固定支持している。したがって、伸縮シース３２の
ジャバラ５２が伸張され、プローブシース２０内の体積
が変化する。そのときのプローブシース２０内の体積変
化に応じて、媒体調整手段９６により、音響媒体２２の
量が調整される。
【００５８】基体９４が距離Ｌだけスライドすることに
よって、図７（ｂ）に示されるように、超音波振動子１
６は、超音波ビームをラジアル走査しながら距離Ｌだけ
プルバックされる。これにより、３次元領域が形成され
る。そして、先の実施形態と同様にこの３次元領域の３
次元超音波画像が形成することができる。
【００５９】以上、本発明を３次元超音波画像の形成の
ための超音波プローブを例として説明したが、例えばプ
ローブ軸２０６を回転させることなく単にプルバックす
るだけの２次元超音波画像を形成するための超音波プロ*
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*ーブにも本発明は適用できる。
【００６０】
【発明の効果】本発明によれば、管腔内に挿入してプロ
ーブ軸方向に沿って超音波診断を行うための、簡易な構
成を有する超音波プローブ及び超音波診断装置を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明に係る超音波診断装置の概略的な全体
構成を示すブロック図である。
【図２】  本発明に係る超音波プローブの構成を概略的
に示した図である。
【図３】  ベース部の概略的な構成を説明する概略説明
図である。
【図４】  ベース部に設けられている係合部の構成及び
動作を説明する図である。
【図５】  超音波プローブの動作説明図である。
【図６】  本発明に係る他の実施形態における超音波診
断装置の概略的な全体構成を示すブロック図である。
【図７】  本発明に係る他の実施形態における超音波プ
ローブの動作説明図である。
【図８】  従来における超音波プローブの構造及びその
使用方法について説明する説明図である。
【符号の説明】
１２  超音波プローブ、１４  装置本体、１６  超音波
振動子、１８  プローブ軸、２０  プローブシース、２
２  音響媒体、２４  基体、２８  固定シース、３０  
固定支持部、３２  伸縮シース、３４  媒体調整手段、
３６  媒体量検出部、４４  画像形成部。
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